
参考【防火地域・準防火地域（１）】

日照を確保するため、周辺の土地に一定以上影を落とさないよう
規制

【用途地域】

【防火地域・準防火地域】

【建蔽率・容積率】

【高度地区】

【日影規制】

用
途
地
域
等
に
よ
る
建
築
物
の
制
限

住宅・店舗・工場などの混在を防ぐため、一定の地域に建てられ
る建物の種類を規定

火災による災害に強いまちをつくるため、建物の構造を制限

土地に建てられる建物の大きさを制限

建物の日影による北側への影響を少なくするため、建物の高さを
北側境界からの距離によって制限

建物の用途

建物の構造

建物の形態
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参考【防火地域・準防火地域（２）】

防火地域

・火災による延焼を防止するため建物の構造を規制する地域で、主
に三鷹駅周辺に指定しています。

・この地域に建てる建物は、火災に強い構造とする必要があります。

準防火地域

・防火地域に指定された地域の周辺部や、比較的建物の密集度が高
い地域に指定しています。

・防火地域同様、建物の構造に規制を受けますが、防火地域に比べ、
規制の内容は緩やかです。
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参考【建蔽率・容積率、高度地区（１）】

日照を確保するため、周辺の土地に一定以上影を落とさないよう
規制

【用途地域】

【防火地域・準防火地域】

【建蔽率・容積率】

【高度地区】

【日影規制】

用
途
地
域
等
に
よ
る
建
築
物
の
制
限

住宅・店舗・工場などの混在を防ぐため、一定の地域に建てられ
る建物の種類を規定

火災による災害に強いまちをつくるため、建物の構造を制限

土地に建てられる建物の大きさを制限

建物の日影による北側への影響を少なくするため、建物の高さを
北側境界からの距離によって制限

建物の用途

建物の構造

建物の形態
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参考【建蔽率・容積率、高度地区（２）】

〇建蔽率：建築面積（①）の敷地
面積に対する割合

〇容積率：延べ面積（①＋②）の敷地
面積に対する割合

敷地面積

①

②

〇高度地区（高さの制限）：建築物の高さの最高限度を定める
制度

25ｍ第３種高度地区
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25ｍ

建築可能な範囲
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20ｍ

建築可能な範囲

25ｍ第２種高度地区

25ｍ

建築可能な範囲

0.6
1

1.25

1

15ｍ

5ｍ

第１種高度地区

5ｍ

10ｍ
（絶対高さ）

0.6
1

：北側境界線又は北側が道路の場合は道路の反対側の境界線

真北方向
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参考【敷地面積の最低限度】

（例）敷地面積の最低限度を100㎡に指定した地区の場合

新たに土地を分割して建築物を建てる場合に、最低限必要
とされる敷地の面積

建築物を
建てられます

建築物を
建てられません

90㎡

90㎡

190㎡

100㎡ 90㎡

建築物を
建てられます

指
定
後

指
定
前
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参考【日影規制（１）】

日照を確保するため、周辺の土地に一定以上影を落とさないよう
規制

【用途地域】

【防火地域・準防火地域】

【建蔽率・容積率】

【高度地区】

【日影規制】

用
途
地
域
等
に
よ
る
建
築
物
の
制
限

住宅・店舗・工場などの混在を防ぐため、一定の地域に建てられ
る建物の種類を規定

火災による災害に強いまちをつくるため、建物の構造を制限

土地に建てられる建物の大きさを制限

建物の日影による北側への影響を少なくするため、建物の高さを
北側境界からの距離によって制限

建物の用途

建物の構造

建物の形態
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【日影規制】とは一定規模以上
の建築物を建てる際に、周辺の
敷地に落とす影に対する規制

・日影規制を受ける建築物は、他の

敷地に対して、定められた時間以上

日影を作ってはならない

参考【日影規制（２）】

※東京都日影による中高層建築物の高さの制限
に関する条例

三鷹市では、用途地域、容積率、高度地区の
指定状況に応じて、規制内容が決定
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